
行政評価シート（事務事業評価） 評価年度 2８年度 

事業名 ひとり親家庭医療費助成事業 担当課 市民課

細分化した事業名

１ 計画（ＰＬＡＮ）：事務事業の計画的位置づけ 

基本方向 将来を担う子どもをのびのび育むまちづくり

第６次長期総合計画での目的体系 政策 子どもを安心して生み育てられる社会の実現

施策 子育て支援の充実

関連する個別計画等 根拠条例等

山梨県ひとり親家庭医療費助成事業実施

要綱、山梨県ひとり親家庭医療費助成事業
事業補助金交付要綱、韮崎市ひとり親家庭
医療費の助成に関する条例、施行規則

２ 計画（ＰＬＡＮ）：事務事業の概要 

事業の目的

ひとり親家庭に対し医療費を助成することにより、ひとり親家庭の精神的、経済的負担を軽減し、ひとり親家
庭の保健の向上と福祉の増進を図る。 

事業の手段 

ひとり親家庭の父又は母及び児童が医療機関を受診した際、その医療給付に係る自己負担分（２割又は３割）
を医療機関窓口で徴収しないことをもって助成とする。これにより、直接的に対象者の経済的な軽減が図られ
る。なお、県外医療機関受診時は、一旦窓口で支払い、後日申請に基づき助成金を支払う。

 申請期間：受診した翌月１０日から２年間

事業の対象

○事業対象者：市内に住所を有する所得税非課税世帯でひとり親家庭の父又は母及び児童
 ※受給期限：児童が１８歳に達する日以降の最初の３月３１日まで

○事業対象 ：事業対象者の医療保険にかかる自己負担金（就学前２割、それ以後３割）

３ 実施（ＤＯ）：投入費用及び従事職員の推移（インプット＝費用＋作業） 

25 年度 26 年度 27 年度

A 事業費 (千円) 16,833 18,849 17,785
財
源
内
訳

国・県支出金 8,400 9,399 8,866

その他（使用料・借入金ほか）

一般財源 8,433 9,451 8,919

B 担当職員数（職員 E） (人) 0.27 0.27 0.27

C 人件費(平均人件費×E) (千円) 1,753 1,834 1,813

D 総事業費(A+C) (千円) 18,586 20,683 19,598

主な事業費用の

説明 
医療費助成及び審査支払機関への委託事務手数料等事務費 

注〉平均人件費は各年度決算額(職員給与費)から算出した 25 年度（6,491 千円）,26 年度（6,794 千円）,27 年度（6,715 千円）を使用しています。 

４ 実施（ＤＯ）：事業を数字で分析（アウトプット＝事業量）

指標名 指標の算出方法
実   績   値

25 年度 26 年度 27 年度 

活動指標

１
助成対象者数 年度末対象者数（人） 

年度末対象世帯数【世帯】 
556

222

531

193

505

202

２
助成件数 年間総件数（件） 7,390 7,546 7,317

３
助成金額 年間扶助費総額（千円） 16,118 18,100 17,066

妥当性 ■ Ａ 妥当である □ Ｂ ほぼ妥当である □ Ｃ 妥当でない

上記活動指標と妥当性
の説明

１
助成対象者数、対象件数、助成金額は、受診状況を把握するために妥当である。

２
全国的には、家庭を取り巻く環境の多様化に伴いひとり親家庭が増加傾向にあるが、本事業対象者に
おいては減少傾向にある。これは市全体の子どもの減少及び世帯の所得税課税状況の変化に伴うもの

ではないかと思われる。

３



５ 評価（ＣＨＥＣＫ）： 事務事業評価 （アウトカム＝成果・効果）

指標名 指標の算出方法
実   績   値

25 年度 26 年度 27 年度

成果指標 

もしくは 

まちづくり

指標

１

対象者１人あたりの年間
利用件数（件）

助成件数／助成対象者数（件）
7,317件／505人

13.２9 14.21 14.49

２

１件あたりの助成金額

（円）

助成金額／助成件数（円）

17,066千円／7,317件
2,181 2,39９ 2,332

３

１人あたりの助成金額

（円）

助成金額／助成対象者数（円）

17,066千円／505人
28,989 34,087 33,794

成 果 □ Ａ 上がっている ■ Ｂ ほぼ上がっている □ Ｃ 上がっていない

上記指標の妥当性と成
果の内容説明

１
指標は、対象者の医療負担の軽減を把握するために妥当である。いずれも増加傾向にあり、助成に

よる医療が受けられている。

２

対象者の収入状況は、医療費の支出があると家計に影響を与える恐れのある所得層であるため、長

期間にわたる医療費の助成は妥当である。また、助成による医療を受けることで、病気になった時
に安心して医療を受けられ、健康の保持及び生活の安定が図られている。

３

事務事業総合評価 □ Ａ 期待以上に達成 ■ Ｂ 期待どおりに達成 □ Ｃ 期待以下の達成

６ 改善（ACTION）：今後の事務事業の展開

□ 拡大（コストを集中的に投入する） ■ 一部改善（事務的な改善を実施する）

今後の事業展開
□ 全部改善（内容・手段・コスト・実施主体等

の見直しが必要）

□ 縮小（規模・内容を縮小、又は他の事業と統合

する）

□ 廃止（廃止の検討が必要）

事
務
事
業
の
改
善
案

改善の概要・方向性（いつまでに、どういう形で具体化するのか）

28年度の改善計画（今後の事業展開説明）
今後についても、県の補助金を受けて事業を実施する。
対象者の要件が児童扶養手当受給者と重複する場合が多いため、申請や更新事務については、福祉課と連携を図
りなががら、事前準備等を行うことで、申請者に対して利便性を考慮した事務対応ができるように努める。
適正な受診やジェネリック医薬品等の活用等を広報し助成金額の削減に努める。

過去
の 
改善
経過

Ｈ２０．４ 韮崎市ひとり親家庭医療費助成に関する条例、施行規則施行
      これにより県内医療機関で受診した場合は窓口無料化となる（現行制度）

課長所見

対象者数は減少傾向にあるが、医療費は比例して減少していない。ひとり親世帯への支援がその目的で

あるため、やむを得ない側面もあると考えるが、引き続き適正受診等を PRし医療費の適正化に努める。


